
 

 

 

 

多文化共生推進課 

◆趣旨 
市民の多文化共生意識の醸成及び地域の活性化を図ることを目的

として、多文化共生・国際交流活動を行う団体等に対し、予算の範囲

内において袋井市多文化共生・国際交流活動支援交付金を交付する。 

◆交付対象 

団体が行う次の各号のいずれにも該当する多文化共生・国際交流事業に要す

る経費とする。 

※「多文化共生・国際交流事業」とは、多文化共生・国際交流の推進に向けて、

日本人と外国人の相互理解を図る事業であること。 

対象とする事業 対象としない経費 

市内で実施する新規事業 活動団体の構成員に対する人件費、
謝礼、旅費及び食糧費その他運営に
要する経費 

市民が主たる参加者となる事業 特定の個人等に対する給付経費及び

それに類する経費 

市民を対象に広く参加を募り、特定の
個人又は団体のみを対象としない事業 

不動産及びその従物の取得に要する

経費 

交付金の交付を受けようとする年度の 2

月末日までに完了する事業 

施設等の建設又は整備に要する経費 

営利活動、政治活動又は宗教活動を目的

としない事業 

取得価格又は評価額が 10 万円以上

の物品の取得に要する経費 

国、地方公共団体又はそれらの関係団体

から補助金等の交付を受けていない事業 

ただし、他の補助金等を利用する団体であっ

ても、補助を受ける経費を控除した額は対象 

市長が適当でないと認める経費 

◆交付金の額 
1事業につき 5万円を上限額 

※回数の上限を設けていない。別事業であれば、同一団体の複数申請可。 

※上限額、交付対象経費の実支出額、事業の実質持ち出し額のいずれか少

ない額を交付額とする。 

◆交付率 

 必要経費の 10分の 10 
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井 

市 

申請書類の提出（事業開始 7日前まで） 

審査、決定、通知 

申請 

変更 

実績報告書及び請求書の提出

（事業完了 15日以内） 

交付金額の確定、通知、交付金の支払い 

交付 

事業変更の申請 

変更の決定、通知 

概 要 

多文化共生・袋井市国際交流活動支援交付金の概要について 

交付の流れ 

◆申請書類 

◎多文化共生・国際交流活動支援交付金交付申請書 

◎多文化共生・国際交流活動支援交付金申請団体概要書 

※その他必要と認める書類を提出する場合がある。 

（令和 8年 4月 1日改正） 


